
第Ⅲ章　不適正処理の未然防止対策

第１節　行政対応検証報告書
１　行政対応の検証等の実施
　青森県境の不法投棄事案については、全国的にも例を見ない規模の不法投棄事案であり、そ
の解決に当たっては、排出事業者の責任を追及するとともに、結果的に現在の事態にまで至ら
せることとなった知事、関係機関等の本県の対応についても検証し、その責任について、県民
に対し明らかにしなければならない責務を有している。そのため、外部の有識者等で構成され
る客観性・中立性を備えた検証委員会を早急に設置し、これまでの対応について検証を進め、
責任を明らかにする必要がある。

２　検証に当たっての基本的な事項（「行政責任」の内容）
⑴　責任の主体
　　「職員個人の責任」ではなく、「組織責任」をもって「行政責任」と捉える。
⑵　責任の性質

　行政責任の検討の前提は、行政対応の評価である。行政対応の「不当」、「違法」の評価は、
廃棄物処理法のもとで、行政に与えられている権限の行使に当たって、より積極的な対応等
をすべきであったが、それが裁量の範囲内で行われている場合には「不当」と、逆に、具体
的状況のもとで、同法の解釈上、とるべき行動が限定されていたにも関わらずそうした行動
をとらなかった場合には、裁量の範囲を超えているので、「違法」と評価する。そして、検
証する「行政責任」とは、国家賠償責任の有無ではなく、行政対応の評価を前提にして、今
後、県がとるべき内容である。

３　調査の対象
⑴　対象期間：平成７年９月29日から平成12年８月23日まで
　　…（県が三栄化学の不法投棄を初めて知ることとなった時点から当該業者に対する産業廃棄

物収集運搬業の許可の取消し時点まで）
⑵　対象機関：廃棄物処理法の所管部署

４　調査により確認された事実
　…　本件事案における県及び県警察本部の対応のうち、ポイントとなる事項は201ページのと

おり。

５　検証結果の概要
⑴　問題があったとされた部分
　1　収集運搬業20日間停止処分後の「フォロー」
　　【理由】
　　①…　三栄化学は、本県では処分業者ではなく収集運搬業者であったこと、最終処分場の許…

可は青森県が出していたことで、監視の目が厳しくならなかったと考えるが、県内の土
地への不法投棄者であると整理して、フォローをすべきであった。

　　②…　処分業と収集運搬業は非常に密接な関係があること、当該処分場が人目に付かない場

−188−



所にあるなど不法投棄の誘発要因が大きいことに留意し、もう少し厳しい監視手段をと
る必要があった。

　2　平成12年２月７日になされた「三栄化学に対する収集運搬業の更新許可」
　　【理由】

　当該業者に関しては、平成８年の業務停止処分の後に、本県の調査で不法投棄が極めて
疑わしい事実が確認されている。こうした状況から、本県は、廃棄物処理法第７条第３項
第４号ホ（おそれ条項）に該当するとの判断をし、更新許可をすべきではなかった。

⑵　概ね妥当であったとされた部分
　1　平成８年11月５日になされた「三栄化学に対する収集運搬業の20日間停止処分」
　2　平成12年６月22日以降、「数次にわたる措置命令及び改善命令」
　3　平成12年８月23日になされた「三栄化学に対する収集運搬業の許可取消処分」

６　今後の対応についての提言
　上記検証結果を受けた県の今後の対応について、委員会からの提言の概要は次のとおり。
⑴　国と県、関係都道府県相互、県機関相互など、関係機関との連携の強化
⑵　問題の重大性に対する危機管理の徹底と職員研修の改善
⑶　早期・深夜、休日等における監視活動による早期発見・早期対応の徹底
⑷　廃棄物処理法上の行政処分等の積極的な公表
⑸　廃棄物処理法の不備を補完する条例の制定
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